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組織体型

• 加賀市における上下水道事業の担当部署は『上下水道部』であり、組織体系は
下図のとおりです。
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水道料金体系

加賀市の水道料金体系 二部料金制 ・・・基本料金と従量料金からなる

基本水量の設定 有り

従量料金 逓増制 ・・・使用水量が多くなるほど単価が高くなる

直近の料金改定
平成２２年８月・・・県営用水供給事業の受水単価引き下げに伴う料金値下げ

（消費税率引上げによる改定を除く）
一般用 （税込み、円/1月）

8㎥を超え10㎥以下 157.3

10㎥を超え50㎥以下 179.3

20 2,530

25 3,740

30 8,360

40 10,670

50 17,600

75 39,050

100 63,250

125 96,250

150 132,000

臨時用 （税込み、円/1月）

用途 口径 基本料金 水量料金(1㎥あたり) 公衆浴場用

農事用 13 110 1立方メートルにつき116.6円(税込)

13 1,100

20 2,200 消火栓（消火訓練に使用したとき）

25 2,750 口径50ミリメートル以下

30 3,300 1個の放水時間5分までごとに 1,980円（税込）

40 4,400 口径65ミリメートル

50 16,500 1個の放水時間5分までごとに 3,080円（税込）

75 22,000

農事用

以外

440.0

口径
水量区分1 水量区分2

10㎥以下

水量区分3

水量料金(1㎥あたり)
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204.61,000㎥を超える分200.2
50㎥を超え

1,000㎥以下

基本料金水量

1,1448㎥以下

30㎥以下 179.330㎥を超え50㎥以下

179.310㎥を超え50㎥以下
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下水道使用料体系

加賀市の下水道使用料体系 二部料金制 ・・・基本使用料と従量使用料からなる

基本水量の設定 有り

従量使用料 逓増制 ・・・処理水量が多くなるほど単価が高くなる

直近の使用料改定 平成１２年４月 ・・・消費税率引上げによる改定を除く

（税込み、円/1月）

汚水区分 基本排水量 基本料金

10㎥を超え50㎥以下 143.0

50㎥を超え1,000㎥以下 148.5

1,000㎥を超える分 154.0

公衆浴場用汚水 温泉汚水 その他の汚水

1立方メートルにつき93.5円（税込）

一般汚水 1,32010㎥以下

超過料金(1㎥あたり)
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公営企業会計の仕組み

損益計算書

人件費
維持管理費

等

減価償却費
資産減耗費等

料金収入
等

長期前受金
戻入

当年度未処分利益
剰余金

収益的収支

人件費
維持管理費
減価償却費

等

料金収入
長期前受金戻入

等

当期純利益

収益的支出 収益的収入

経営成績

• 浄水場や管渠を使い、水を供給（処理）して利益をあげます。

◼ 収益的収支予算

• 公営企業会計は、2つの予算で成り立っています。

・・・ 営業収益（上下水道料金等）、営業外収益（一般会計繰入金等）収 益

・・・ 営業費用（浄水場・管渠の維持管理）、営業外費用（利息の支払等）費 用

現金収支を伴わない
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公営企業会計の仕組み

• 資産（浄水場や管渠など）を作ります。

◼ 資本的収支予算

・・・ 企業債（借入金）、国からの補助金など収 入

・・・ 上下水道施設の建設費、水道管・下水道管の工事費、企業債（借入金）の返済など支 出

貸借対照表

資産
（建設改良費等）

負債
（企業債等）

資本

資本的収支

建設改良費
元金償還金

等

企業債
等

補塡財源

資本的支出 資本的収入

財政状態
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収益的収支と資本的収支の関係

◼ 内部留保資金による補塡

資本的収支

建設改良費
元金償還金

等

企業債
補助金

等

資本的収支
不足額

資本的支出 資本的収入

収益的収支

料金収入、
繰入金、
長期前受金
戻入

等

人件費
維持管理費

等

当期純利益

収益的支出 収益的収入

減価償却費

資産を
耐用年数によって
減価償却する

管

建物

機械等

補塡財源

当年度分
内部留保資金
（損益勘定留保資金）

（減価償却費－
長期前受金戻入）

過年度分
内部留保資金
（損益勘定留保資金）

当年度利益
→積立金等

繰越利益
→積立金



水道事業の経営状況
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• 水道事業の令和6年度の決算における収益的収支は、△25,099千円の赤字（純損失）となっています。
• 当年度純損失は前年度繰越利益剰余金1,951,922千円によって補塡されます。
• 資本的収支不足額は733,042千円であり、資本的支出のうち50,000千円は下水道事業へ貸付を行っています。

令和6年度 水道事業決算

料金収入, 

1,976,643

他会計繰入金, 

5,520

長期前受金戻入, 

174,505

その他, 45,151
純損失, 

△ 25,099その他, 3,334

支払利息, 

170,737

減価償却費、資産減耗費, 

1,064,845

維持管理費, 

988,002

収益的収支（税抜）

収入計支出計

2,201,8192,226,918

（千円）

企業債, 

721,700 

他会計出資金, 

21,700 

補助金, 

1,172 

工事負担金, 

4,827 

長期貸付金償

還金, 

89,024 

補塡財源, 

733,042 
他会計への

支出金, 

50,000 

企業債償還金, 

744,844 

建設改良費, 

776,621 

資本的収支（税込）

収入計支出計

838,4231,571,465

（千円）
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水道事業の収益的収支

R2年度以降、
当期純損失が
発生しています

• 水道事業の決算では、コロナ禍による活動自粛による影響が大きく、現在においてもコスト削減の取組をしていま
すが、費用を上回る収益確保が出来ていない状況が続いています。
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水道事業の資金残高・貸付金残高

下水道事業への貸付
金残高がR5年度より
10億円を超えています

• 施設等の老朽化による更新需要の増加等により、経営環境がより一層厳しくなると予想され資金残高を保つこと
はとても重要な経営となります。



13

• 人口減少、節水機器の普及等による料金収入の減少、施設等の老朽化による更新需要の増加等により、経営環
境がより一層厳しくなると予想されるため、水道料金水準の見直しを含め適正な収益確保に向けた取組を早急に
検討する必要があります。

水道事業の課題

◼ 経営の健全化

• 給水量は近年減少傾向であり、長期的にも人口減少、節水機器の普及等により更に減少していくことが予測されます。

• 給水量の減少に伴い、料金収入も減少していくため、水道料金水準の見直しを含め適正な収益確保に向けた取組を
早急に検討する必要があります。

• 安定した事業運営のため、今後減少傾向を見込んでいる資金残高を改善していくためにも、給水収益による収入をさ
らに確保していく必要があります。

◼ 料金収入の減少

➢ 水道事業については、単年度赤字が続いており今後も赤字が続く見込みです。

➢ 現金や内部留保資金が減少すると、将来の事業経営が困難になるおそれがあります。
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水道事業の課題

◼ 老朽化への対応

◼ 耐震化への対応

• 令和６年能登半島地震の教訓を踏まえ、地震等の災害時における水道施設被害の最小化と迅速な復旧を図るた
めには、地震対策が重要となります。

• 本市においても、既存施設の耐震化など、積極的な対策を継続して進めていく必要があります。

• 適切な維持管理の継続のみならず、年々老朽化していく管路等の施設の更新需要への対応も必須となっておりま
す。

• 水道管の老朽化により管が破損する漏水事故も全国で発生しており、管の交換が遅れたことが事故原因とされて
います。

• 本市においても、このような事故へのリスクを減らすため、適切な維持管理及び更新が行える体制を整備すること
が急務となっています。



下水道事業の経営状況
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• 下水道事業の令和6年度の決算における収益的収支は、267,150千円の黒字となっています。
• 前年度繰越欠損金は△119,636千円でしたが令和6年度の利益により令和6年度末時点で147,515千円の繰越利

益となっています。
• 資本的収支不足額（繰越除き）は489,483千円であり、資本的収入のうち50,000千円は水道事業より借入を行って

います。

令和6年度 下水道事業決算

収入計支出計

1,771,6712,261,154

（千円）

収入計支出計

2,191,7011,924,551

（千円）

企業債の償還財源不足の
ため、水道事業会計から50
百万円の借入を行いました
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雨水公費・汚水私費 の原則

支出
雨水 下水道管理費 汚水の下水道管理費

資本費 維持管理費 資本費 維持管理費

財源 一般会計繰入金
一般会計
繰入金

下水道使用料

収入 一般会計繰入金等 下水道使用料

雨水に係る経費

公費（一般会計繰入金)

自然現象によるもので、雨水の排除により、浸
水からまちを守り、機能の保全を発揮すること
で、受益の範囲が広く一般市民に及ぶ。

汚水に係る経費

私費（下水道使用料)

原因者及び下水道使用者を特定でき、受益の
範囲は使用者に直接つながる。

※雨水分は資本費・維持管理費ともに全額公費負担
※汚水分は資本費の一部を公費負担、残りの資本費と維持管理費の全額を下水道使用料で負担

【資本費】・・・企業債の支払利息や減価償却費などの、資産の取得・維持に要する費用。
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使用料単価の目安

＜平成26年8月29日付 総務省自治財政局公営企業課長等通知＞

最低限行うべき経営努力として、使用料単価 150円/㎥が求められている

使用料単価の目安

下水道事業全体 ＝ 132.0円/㎥

① 公共下水道事業 131.9円/㎥
② 農業集落排水事業 133.4円/㎥
③ 小規模集合排水処理施設整備事業 134.2円/㎥
④ 地域下水道事業 132.7円/㎥

加賀市の使用料単価
（R6年度実績）

国が示す基準である
150円/㎥を満たしていない

不足分は水道事業からの借入金によって事業を運営している状況

※参考
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下水道事業の収益的収支

• 下水道事業の令和6年度決算における収益的収支は267,151千円の黒字となり、前年度繰越損失119,636千円は
解消されております。令和５年度決算＜流域下水道管理運営負担金394,159千円＞が削減された等の結果です。

• 令和6年度に石川県から加賀市沿岸流域下水道（大聖寺川処理区）の移管を受けており、今後、大聖寺川処理区
と片山津処理区にある2 つの汚水処理場を大聖寺川浄化センターに統合し、加賀市浄化センターを廃止することと
しています。
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下水道事業の資金残高・借入金残高

水道事業からの借入を行って
資金残高を維持しています

• 下水道事業の令和6年度決算における資金残高は477,572千円となっております。しかしながら、水道事業会計よ
り多額の借入金により経営を維持している状況にあります。

• 下水道事業が単独にて経営が図れるようますますの努力が必要となります。
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• 人口減少、節水機器の普及等による料金収入の減少、施設等の老朽化による更新需要の増加等により、経営環
境がより一層厳しくなると予想されるため、適正な収益確保に向け取組を検討する必要があります。

下水道事業の課題

◼ 経営の健全化

• 使用料収入は、整備に伴い年々増加していますが、長期的にも人口減少及び節水機器の普及等により更に減
少していくことが予測されるため、今後は適正な収益確保に向けた取組を検討する必要があります。

• 毎年、内部留保資金残高を維持するために借り入れる長期借入金を抑制していくためにも、本来の下水道事
業の運営資金として財源となるべき使用料収入を適正に確保する必要があります。

◼ 使用料収入の減少

• 下水道施設の適正な維持管理に向け、水洗化率の向上を図るため、整備済区域の未接続者に対して、下水道の
加入を促進する必要があります。下水道使用者の増加は、使用料収入の増加へとつながります。

◼ 水洗化の促進

➢ 下水道事業については、毎年赤字が続き資金残高も慢性的に不足しており、これを補う形で水
道事業からの借り入れを行っているため、将来の事業運営が困難になることが想定されます。
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下水道事業の課題

◼ 老朽化への対応

◼ 耐震化への対応

• 下水道施設は、他のライフラインと異なり、地震等により被災した場合、公衆衛生の悪化やトイレの使用が不可能にな
る等、同等の機能を代替する手段がなく、住民の健康や社会活動に重大な影響を及ぼすため、耐震化による機能の
確保を順次進めていく必要があります。

• 国としても、南海トラフ地震等の巨大地震の発生を念頭に、喫緊の課題として、将来にわたり適切な事業運営が可能
な組織体制の再構築と更新投資を挙げていることから、本市においても、既存施設の耐震化や、新たな耐震設備の
導入など、積極的な対策を継続して進めていく必要があります。

• 2025年1月に埼玉県八潮市で、下水道管の破損が起因とみられる大規模な道路陥没事故が発生しました。

• この事故を受けて、国としても、必要な更新投資を適切に行うとともに、次世代に負担を先送りしないための経営改
善・財源確保や適正な受益者負担を改めて考えるよう、各自治体に要請しています。

• 本市としても、老朽化に伴う大規模な更新投資が見込まれるため、適正な収益確保に向け取組を検討する必要が
あります。


